
　

間
も
な
く
所
得
税
と
市
県
民
税

の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
す
。
必

要
な
書
類
を
準
備
し
て
、
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　

あ
ら
か
じ
め
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
な
ど
し

て
自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
、
提

出
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、電
子
申
告（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）

を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

本
人
の
電
子
署
名
と
電
子
証
明

書
を
添
え
て
送
信
し
た
人
は
、
最

高
３
、０
０
０
円
の
税
額
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成

19
〜
23
年
分
に
利
用
し
た
人
以

　

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
住
所
が
あ
る
人
は
、
原
則
と

し
て
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、
次
の
要
件
に
該
当

す
る
人
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

　

・
平
成
24
年
中
の
所
得
が
給
与
ま

　

た
は
公
的
年
金
の
み
で
あ
る
人

※
平
成
24
年
中
の
所
得
が
給
与
ま

　

た
は
公
的
年
金
の
み
の
人
で
、

　

さ
れ
た
も
の
）
に
、
所
得
税
の

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
関
す
る
事

　

項
の
記
載
が
あ
る
場
合

※
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書
は
６

　

月
中
旬
の
発
送
を
予
定
し
て
い

　

ま
す
。
送
達
し
た
後
に
申
告
書

　

を
提
出
す
る
場
合
は
、
市
県
民

　

税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

　

控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

② 

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１

日
に
お
い
て
、
源
泉
徴
収
義
務

の
あ
る
給
与
支
払
者
か
ら
給
与

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
者

が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条

の
２
の
２
に
規
定
す
る
年
末
調

整
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
を
有

す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別

控
除
を
受
け
て
い
る
場
合

 

年
金
所
得
者
の
確
定
申
告
不
要
制
度

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
に
は
、
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

生
命
保
険
料
控
除
が
変
わ
り
ま
し
た

　

平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
か
ら

生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
る

契
約
が
一
部
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
契
約
は
次
の
５
契

約
と
な
り
、
控
除
限
度
額
も
変
更

さ
れ
ま
し
た
。

▽
所
得
税
の
控
除
限
度
額

① 

新
一
般
保
険
契
約
（
平
成
24
年

１
月
１
日
以
後
に
締
結
し
た
も

の
）　

限
度
額
４
万
円

② 

旧
一
般
保
険
契
約
（
平
成
23
年

12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た
も

の
）　

限
度
額
５
万
円

③ 

新
介
護
医
療
保
険
契
約
（
平
成

24
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結
し

た
も
の
）　

限
度
額
４
万
円

④ 

新
個
人
年
金
保
険
契
約
（
平
成

24
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結
し

た
も
の
）　

限
度
額
４
万
円

⑤ 

旧
個
人
年
金
保
険
契
約
（
平
成

23
年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し

た
も
の
）　

限
度
額
５
万
円

※
①
〜
⑤
の
合
計
額
が
保
険
料
控

　

除
の
金
額
と
な
り
ま
す
が
、
こ

【
市
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
に
つ
い
て
】

　

市
県
民
税
に
お
け
る
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

①
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度

　

分
の
市
県
民
税（
個
人
住
民
税
）

　

の
申
告
書
も
し
く
は
前
年
分
の

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
い
ず

　

れ
も
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書

　

が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出

西大寺税務署では、確定申告期間中の日曜日に
申告相談を実施する日を設けています。

▽相談日時　２月 24 日（日）、３月３日（日）
　午前９時～午後４時

▽会場　ままかりフォーラム　
　　　　（岡山市北区駅元町 14 -１）
※駐車場は有料です。
■問い合わせ先
　西大寺税務署　☎０８６-９４２ - ３８１５

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
は
な

　

い
が
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控

　

除
、
雑
損
控
除
、
扶
養
控
除
な

　

ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
申

　

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
的
年
金
受
給
者
で
、
扶
養
親

　

族
等
申
告
書
を
日
本
年
金
機
構  

　

へ
提
出
し
て
い
な
い
人
は
、
扶

　

養
控
除
の
申
告
を
す
る
と
市
県

　

民
税
が
少
な
く
な
る
こ
と
が
あ

　

り
ま
す
。

　

老
齢
年
金
は
、
所
得
税
法
上
の

雑
所
得
と
し
て
課
税
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
老
齢
年
金
を
受
け

て
い
る
人
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
１
年
間
の
年
金
の
支
払
総
額

な
ど
を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票
が

１
月
末
日
ま
で
に
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
確
定
申
告
の
際
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

２
月
に
な
っ
て
も
源
泉
徴
収
票

が
届
か
な
い
と
き
や
紛
失
し
た

場
合
は
、「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

急
ぐ
場
合
は
、
近
く
の
年
金
事

務
所
で
再
発
行
し
ま
す
の
で
、
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

確定申告

確定申告期間中の日曜日も相談を実施

 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

 

の
障
害
者
控
除

開催日 地区 会場

２
月

18 日（月） 西須恵・東須恵・飯井

ゆめトピア長船
２階リフレッシュスタジオ

19 日（火） 牛文・磯上
20 日（水）※ 福里・土師
21 日（木）※ 福岡
22 日（金） 服部
25 日（月） 八日市・長船
26 日（火）※ 長浜

牛窓町公民館
３階大会議室

27 日（水）※ 鹿忍・千手
28 日（木） 牛窓

３
月

1日（金） 牛窓
4日（月） 福谷・虫明 裳掛コミュニティセンター
5 日（火）※ 上笠加・下笠加・箕輪・北池

瀬戸内市役所
２階大会議室

6日（水）※ 大富・福山・向山・北島
7日（木） 尻海・庄田
8日（金） 東谷・豊原・大窪
11 日（月） 尾張・山手・豊安
12 日（火） 山田庄
13 日（水） 本庄・上山田・下山田
14 日（木） 豆田・福元・百田・宗三・福中
15 日（金） 地区指定なし

申告相談会場地区別日程表

特集

　

の
合
計
額
が
12
万
円
を
超
え
る

　

場
合
に
は
、
生
命
保
険
料
控
除

　
対
象
額
は
12
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

　

国
税
庁

　

HP http://w
w
w
.nta.go.jp/

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
、
そ
の
認
定
状
況
に
よ
り
、
所

得
税
・
市
県
民
税
の
障
害
者
控
除

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
認
定
基
準
日

　

平
成
24
年
12
月
31
日

▽
申
請
方
法

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請

書
は
福
祉
課
、
保
健
福
祉
部
邑
久

分
室
、
牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

に
あ
り
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
、
押
印
の
上
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

　
交
付
に
は
約
10
日
か
か
り
ま
す
。

※ 

平
成
24
年
12
月
31
日
の
時
点
で

 

老
齢
年
金
の
源
泉
徴
収
票

障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
手
帳
に
よ
り
障
害
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
先

　

福
祉
課
、
保
健
福
祉
部
邑
久
分

室
、
牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
３

※印が付いた開催日には、西大寺税務署の職員も同会場で相談を受け付
けます。（地区指定なし）

　

な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

に
つ
い
て
は
非
課
税
で
す
の
で
、

源
泉
徴
収
票
の
送
付
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０-

０
５-

１
１
６
５

※
０
５
０
ま
た
は
０
７
０
か
ら
始

　

ま
る
電
話
の
場
合

　

☎
０
３-

６
７
０
０-

１
１
６
５

　

岡
山
東
年
金
事
務
所 

　

☎
０
８
６-

２
７
０-

７
９
２
９

　

・
給
与
の
年
収
が

　

２
千
万
円
を
超
え

　

る
人

　

　

・
医
療
費
控
除
、
寄

　

付
金
控
除
、
雑
損

　

控
除
、
住
宅
借
入

　
金
等
特
別
控
除（
１

　

年
目
）
な
ど
を
受

　

け
る
人

※
生
命
保
険
や
損
害

　

保
険
の
満
期
・
解

　

約
保
険
金
も
一
時

　

所
得
と
し
て
申
告

　

の
必
要
が
あ
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。

 

市
県
民
税
の
申
告  

 

が
必
要
な
人

外
）。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
相
談
開
催
日
・
地
区
別
会
場

　

市
で
は
地
域
別
に
申
告
相
談
会

場
を
設
け
ま
す
。
申
告
相
談
を
希

望
す
る
人
は
、
申
告
相
談
会
場
地

区
別
日
程
表
（
下
表
）
を
確
認
の

上
、
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
４
カ
所
の
申
告
会
場
が
あ
り
ま

　

す
が
、
開
い
て
い
る
会
場
は
常

　

に
１
カ
所
だ
け
で
す
。　

▽
相
談
時
間　
午
前
９
時
〜
正
午
、

　

午
後
１
〜
４
時

▽
申
告
時
に
必
要
な
も
の

　

　

源
泉
徴
収
票
、
生
命
保
険
な
ど

の
支
払
証
明
書
、
印
鑑
、
通
帳
、

そ
の
他
必
要
書
類

 

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

　

・
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の

　

所
得
が
あ
る
人
で
、
昨
年
１
年

　

間
の
合
計
所
得
金
額
が
、
基
礎

　

控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控

　

除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額

　

を
超
え
る
人

　

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
で
、
給
与

　

所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が

　

20
万
円
を
超
え
る
人

　

・
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら

　

っ
て
い
る
人

が始まります

23




